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出納第一課の所管事務について

出納第一課の所管事務

国の歳入・歳出金に関する事務を所掌

第1

第2各係の所管事項

1 支出負担行為係

（1）支出負担行為担当官事務

最高裁判所長官（所管大臣）から支出負担行為計画が示達された際に，官庁

会計システム(ADAMS)で支出負担行為計画示達表を出力して，所長まで

の供覧に付すとともに，執行担当部署に示達表の写しを交付している。また，

執行担当部署が発議した支出負担行為決議に基づいて作成される支出負担行為

日計表の出力と，法定帳簿である支出負担行為差引簿の文書保存事務なども行

っている。

(2)旅費等確認事務

ア人事異動に伴い新任地に赴任したり，公務の必要から本務庁（在勤官署）

を離れて出張するなど，旅行する必要が生じた場合,その目的地や用務の内

容に応じた交通費その他の諸経費等の費用は，旅費として支給されることに

なる。

旅行は，旅行命令権者による旅行命令に基づかなければならないため，必

要が生じたからといって勝手に旅行することは許されないし，旅行命令権者

は，旅費支給に必要な予算が確保されていなければ，旅行命令を発すること

ができないから，旅行する必要が生じた場合は，旅行者本人が事前に旅行計

画を立て，旅行命令権者から旅行命令を受ける必要がある。また，旅行終了

後に旅費の精算請求することになるが，旅行計画どおりに旅行したか，計画

から変更がある場合は，その内容が適正であるか確認した上で旅費が支給さ
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れる。

イ支出負担行為係では，職員の赴任や公務出張の他,司法修習生や非常勤職

員等の旅費法に基づく旅行について，旅行者が起案した出張計画及び旅費精

算請求の内容確認，旅行者本人や各部署の旅費事務担当者からの照会対応の

事務を担当している。

また，証人や通訳人，あるいは裁判員（システムで計算できないもの）や

検察審査員等の事件関係人の旅費計算や，調停委員や専門委員等の非常勤職

員の登庁経路の確認といった事務も行っている。

(2) 、旅費等内部管理業務共通システム(SEABIS)

旅行命令権者からの命令を受ける必要がある旅行については，原則，旅行者

本人がSEABISという府省共通の会計システムを利用して旅行計画を立

て，旅行後に旅費精算を行う。支出負担行為係では，旅行者本人（又は起案代

理者）が起案した出張計画や旅費請求について, SEABIS上の決裁ルート

の一員として「最も経済的な・通常の経路」 となっているか，旅費精算に必要

な書類が添付されているか確認する事務を担当している。

現在, J-NETメールアドレスが付与され，職員端末の使用可能な職員が

公務旅行する場合(ICカードを利用して業務外出可能な場合を除く｡）は，原

則, SEABISを利用することとされている。 SEABISは，旅費業務の

効率化と旅費支給の迅速化をコンセプトとして導入されたシステムであり，旅

費は，旅行後30日以内に支払うことが原則となっている。

2出納係

（1）官署支出官事務

官署支出官は①支出負担行為差引簿を備え（予決令134)，支出負担行為示達

額を管理し，支出負担行為担当官が作成した支出負担行為決議について，所属

年度，歳出科目の審査，示達を受けた支出負担行為計画の限度を超過すること

ー



Q

がないことを確認して，支出負担行為差引簿に所要事項を登記することと，②

支出決定簿を備え（予決令132)，支払計画示達額を管理し，示達を受けた支払

計画の限度内で，支出負担行為に基づく支出の意思決定を行う会計機関であ

る。東京地方裁判所の官署支出官（所長）は，支出負担行為担当官を兼務して

いるので，支出負担行為決議書の決裁時に，官署支出官として①の審査・確

認・帳簿登記を行うため，経理課及び用度課が発議する支出負担行為決議（即

決決議を除く）は，出納係を経由しない取扱いとなっている。また，官署支出

官は②の意思決定の際に，⑦支出負担行為決議の決裁が完了しているか，④支

出負担行為差引簿に登記されているか，⑫支出負担行為に係る経費の金額に誤

りがないか，②支払計画示達額を超過していないか，③所属年度・歳出科目に

誤りがないか，②支出に関連する法令に違背していないか，④正当債権者に対

する支出か，⑦前金払・概算払以外の場合は反対給付を受けているか（支払時

期は適切か)，⑦支出決定に必要な書類が整っているか確認しなければならな

い。①の事務及び②の事務の一部は，官庁会計システム(ADAMS)が機械

的に処理し，出納係では，主に②の⑦⑥③④、＠を確認している。

また，支払予定日の前開庁日に支出決定決議の決裁が完了したことを確認

し，官署支出官の補助者に任命された者が，センター支出官に対し，全ての支

出決定が完了した旨の通知（確認入力事務）を行っている。

(2)前渡資金事務

歳出金は，官署支出官が銀行振込・隔地送金又は国庫金振替の方法（以下

「振込等」という｡）で支払処理することが原則だが，在監証人に対する旅費や

交通系ICカードのチャージなど，振込等の方法で支払うことができない場

合，裁判員候補者等が窓口での現金払を強く希望する場合，又は職員給与や公

共料金など，小切手又は国庫金振替書を日本銀行又は市中銀行に持ち込んで支

払う必要がある経費については，現金（小切手又は国庫金振替書）による支払

を許可された主任の職員（資金前渡官吏）を任命して支払処理している。東京



地裁では，全国で最も多い約2, 500人の職員給与を支払っている。

(3)歳出金（前渡資金を含む｡）の計算証明事務

歳出金に係る会計経理の実績を1月毎にとりまとめて計算書を作成し，会計

経理の真実性，合規性及び妥当性を立証する証拠書類その他の添付書類を添え

て，会計検査院へ提出する事務である。この計算書は会計検査院が作成する決

算検査報告の基礎となる。歳出予算の原資は国民の税金であることから，国民

に対する説明責任，アカウンタピリティを果たすために，予算執行の結果（決

算）を報告するものであり，繊密な正確性が求められる極めて重要な事務であ

る。出納係では，毎月7千枚以上に及ぶ証拠書類を整理して会計検査院へ提出

している。

3計算証明係

（1）債権管理事務及び歳入徴収事務

ア事務の概要等

’ 国の債権のうち，金銭の給付を目的とする債権について，国の債権管理に

関する法令と，歳入金を徴収するための会計法・予決令・歳入徴収官事務規程

等の法令に基づいて，債権の内容を調査し，納入者（債務者） ・納付（債権）

金額・納付（履行）期限などを明らかにして国の内部的な意思決定する調査決

定（会計法6条前段） と，調査決定に基づいて納入の告知（会計法6条後段）

を行う。また，債権が期限内に履行されない場合には，書面送付や臨戸訪問な

どによる督促を行い，督促後，なお履行されない高額債権については,訴訟提

起など強制履行の措置をとって，債権が時効消滅しないようにしている。

イ権限者

債権管理及び歳入徴収の管理機関は歳入徴収官であり,東京地裁では事務局

長が官職指定されている。また,歳入徴収官の事務のうち，東京地裁本庁（執

行センターを除く）以外の庁で取り扱う過料の告知費用（定型普通郵便料を超



えないもの）立替金債権の管理については,分任歳入徴収官が取り扱うことと

なっている。

歳入金の収納機関は日本銀行又は収入官吏である。収入官吏は,裁判所窓口

で現金納付された歳入金を受け入れる出納官吏であり，資金前渡官吏が兼務

している。収入官吏が現金収納する際には，歳入徴収官に対し，債権が徴収停

止又は消滅していないかを確認する必要がある。また，東京地裁本庁（執行セ

ンターを除く）以外の庁で取り扱う過料の告知費用や,法廷秩序維持違反に伴

う過料金などの現金受入事務は，分任収入官吏が取り扱うこととなっている。

歳出金の返納金のうち,現年度の予算に戻入するものに係る歳入徴収事務は

官署支出官又は資金前渡官吏が行うが，重大な過誤に伴う過払金や出納整理

期間内に戻入することができないものは,~歳入徴収官に引き継がなければな

らない。

ウ裁判所で管理する債権の例

嗣国有財産貸付収入 ”

地下のファミリーマートや食堂，自動販売機などの使用料や,公務員宿舎

の使用料などである。

㈹許可手数料

収入印紙に代えて，現金納付する100万円を超える民事事件の申立手

数料である。

（ｳ）懲罰及び没収金

保釈取消による保釈保証金の没収などである，

㈲費用弁償金

民事事件の迅速処理に伴う送達費用や訴訟救助に伴う費用を立替支出し

た際の立替金などである。このうち，民事臨検旅費立替金については，債権

法の範囲外となっている。

納入告知費用を超えない過料告知費用立替金（少額債権）は，本庁のみ



ならず，支部・簡裁でも大量に発生する債権であるが，調査決定のみ行うも

のであり，債権管理事務を効率的に処理するため,実質的な債権管理は紙媒

体で行い,ADAMSへの登録は，一定期間内に発生した債権をまとめて，

その合計額を登録する独特な処理を行っている。

．なお，東京地裁の債権で収納未済となっているものの約8割は，費用弁

償金債権であり，収納未済額は約2千万円弱である。

㈱返納金

出納期間経過後の歳出金の返納金である。転居や人事異動に伴う通勤手

当の過払額などが該当する。

㈲不用物品売払代金

備品や古紙等の売買契約に伴う契約相手からの買取代金である。

、 ㈱期満後収入（債権法範囲外）

保管義務解除後5年経過し，期満執行した保管金の歳入組入である。

（ｸ） その他

家庭裁判所特有の債権として，相続人不存在により国庫帰属となった金

銭財産などがある。

(2)歳入の計算証明事務

歳入徴収額に係る会計経理の実績を3月毎に，債権管理に係る会計経理の実

績を1年分とりまとめて計算書を作成し，会計経理の真実性，合規性及び妥当

性を立証する証拠書類その他の添付書類を添えて，会計検査院へ提出する事務

である。国の収入となる歳入金の徴収結果について，国民に対する説明責任が

あることは，歳出金と同様である。

(3)所管大臣報告事務

最高裁判所長官(所管大臣)が財務大臣へ報告する債権現在額報告書（債権

法39条）を作成するため，毎年度の出納整理期間経過後に，債権現在額通知

書を作成する。また，毎月，徴収済額報告書を作成し，参考書類を添えてAD
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